
健康・医療戦略の実行状況と今後の取組方針2021（案）

◆「アジア健康構想に向けた基本方針」（2016年7月決定、2018年7月改定）

の下、ヘルスケア分野に関する協力覚書を締結するとともに、日本の医療機

器及び医療・介護サービス等の国際展開を推進する。（2020年度は、10月に

インドネシアと、11月にラオスとの間で覚書を締結。）

◆「『アジア医薬品・医療機器規制調和グランドデザイン』実行戦略」（2020年

７月決定）に基づき、アジア地域における規制調和を推進するとともに、臨床

研究･治験ネットワークの構築のため、アジア地域の拠点整備や人材育成等、

グローバルな臨床研究･治験実施のための体制構築を行う。

◆ 「アフリカ健康構想に向けた基本方針」（2019年6月決定）のもと、アフリカ

ビジネス協議会と連携し、アフリカ諸国において、現地医療関係者等を対象

にニーズ調査および事業紹介セミナー等を実施する。
※資料中の数値は、令和２年度末時点。

＜新産業創出＞

＜国際展開＞

健康長寿社会の形成に資する新産業創出及び国際展開の促進等

◆海外の先進的な教育プログラムや医療分野のアントレプレナーシップ教

育プログラムを実施することで、イノベーションの創出を行いうる人材育成を

支援する。

◆シンポジウムの開催や大学での講座開設を通じ、レギュラトリーサイエン

スの専門家や生物統計家の育成・確保等を推進する。

◆「レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）」と「介護保険総合

データベース（介護ＤＢ）」については、保健医療分野の他のデータベースと

の連結解析が可能となるよう検討する。

（ＮＤＢと介護ＤＢの連結解析については、公益目的の利用促進のため、行

政・研究者・民間事業者等に対し第三者提供を可能とし、2020年10月から

本格稼働。）

◆「データヘルス改革集中プラン」に基づき、患者や全国の医療機関等で医

療情報を確認できる仕組みに関し、特定健診情報及び薬剤情報については

2021年10月からの稼働を目指し準備を行う。

◆「次世代医療基盤法」について、認定事業者の事業運営のための環境整

備として、関係機関に対する協力要請、懸念の払拭、負担軽減等に取り組

む。

◆認知症の予防法の確立に向けて、ゲノム解析結果に基づき遺伝的リスク
因子を同定するとともに、自治体での効果的な取組事例の深堀を行う。（こ
れまでに4,000名の全ゲノム解析と785自治体の取組事例を収集。）
◆コロナについて、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正とともに、
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（2020年３月28日新型
コロナウイルス感染症対策本部決定）に基づき、必要な対策を推進する。

健康長寿社会の形成に資するその他の重要な取組

研究開発及び新産業創出等を支える基盤的施策

＜データ利活用基盤の構築＞

＜教育の振興、人材の育成・確保等＞

◆健康経営の着実な発展を図るとともに、健康経営に取り組む企業が資本

市場等から評価される仕組みを構築するため、各社の取組状況等の開示に

係る環境整備を進める（2020年度は、日経平均株価を構成する企業（225

社）の約７割を含む、約9700法人を健康経営優良法人として認定。）

◆個人が自らの健康・医療情報（PHR）を活用した予防・健康づくりに取り組

めるような環境整備を推進するため、サービスを提供する民間PHR事業者団

体の設立や、より高いサービス水準を目指すガイドラインの策定支援等を行

う。（2021年4月に「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基

本的指針」を取りまとめ）

◆2020年度から開始した、予防・健康づくりの効果のエビデンスを構築する

ための実証事業（厚労省・経産省で13事業を実施中）や、効果的な介入手法

をまとめたリストの作成を進める。

◆医薬品、医療機器、再生医療等製品、ヘルスケア分野のベンチャー企業

を支援する相談窓口である「MEDISO」 と「InnoHub」の連携を強化する。（こ

れまでにMEDISOで633件、InnoHubで272件の支援を実施。）

資料３－１
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第２期健康・医療戦略におけるKPIの進捗状況2021

達成目標
（2024年までの達成目標）

最新の数値 今後の取組方針

○戦略全体のKPI

2040年までに健康寿命を男女と
も３年以上延伸し、75歳以上とす
ることを目指し、2024年度末まで
に１年以上延伸する。

「健康寿命」
男性：72.14歳
女性：74.79歳
（2016年）

2021年に算定される2019年の健康寿命をもとに、健康寿命の更なる延伸
のため、健康日本21（第二次）や健康寿命延伸プランに基づき、各種施策
を推進する。

上記KPIの達成のため、要介護度
を用いて算出される「日常生活動
作が自立している期間の平均」を
補完的に用いていく。

「日常生活動作が自立している期
間の平均（平均自立期間）」
男性：79.8歳
女性：84.0歳
（2018年）

「日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間）」は国保中央
会で毎年公表予定であり、引き続き健康寿命の補完的指標として用いて
いく。

○新産業創出及び国際展開の促進等に関するKPI

健康経営優良法人数(３倍)
「健康経営優良法人数」
約6200法人（2019年度）
約9700法人（2020年度）

健康・医療新産業協議会等の検討結果を踏まえ、今後も、健康経営に
取り組む企業の裾野の拡大を図る。

健康・医療産業のベンチャー投資
金額(対基準年度比２倍)

「健康・医療分野のベンチャーの
資金調達額」
777億円（2019年度）
628億円（2020年度）

※Crunchbaseに基づき経済産業省作成
（2021年4月27日時点）。

ヘルスケアや医療系ベンチャーのワンストップ窓口である「Healthcare 
Innovation Hub」や「MEDISO」を通じて、資金調達等に関する相談対応を
継続して実施する。また、ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテストの開催
および受賞者の認知度向上を通じて、ヘルスケアベンチャーへの資金調
達等に寄与できるよう支援体制を強化する。

健康・医療関連産業の国際展
開による展開国での市場創出
推計額(対基準年比1.5倍)

「国際展開事業による市場創出
推計額」
63.1億円（2019年度）

健康・医療国際展開協議会の下、関連事業数及び既存事業規模の両面
での充実を図り、アジア健康構想及びアフリカ健康構想を推進する。
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参考資料



 健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を⾼める投資であるとの考えの下、
健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。

 企業が経営理念に基づき、従業員の健康保持・増進に取り組むことは、従業員の活⼒向上や⽣産性の向上
等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上へ繋がることが期待される。

 健康経営に係る各種顕彰制度を推進することで、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」し、従業員や
求職者、関係企業や金融機関などから社会的に評価を受けることができる環境を整備している。

健康経営と顕彰制度

健康経営銘柄
健康経営優良法人

(大規模法人部門(ホワイト500))

健康経営優良法人
(大規模法人部門)
健康経営度調査
回答法人

上位500法人

大企業・大規模法人
（1万者以上）

大企業 等 中小企業 等

健康経営優良法人
(中小規模法人部門(ブライト500))

健康経営優良法人
(中小規模法人部門)
健康宣言に取り組む
法人・事業所

中小企業・中小規模法人
（300万者以上）

上位500法人

29業種48社

約1,800法人

約2,500法人

2020年度
選定・認定数等

2020年度
認定数等

約8,000法人

約50,000社
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ＰＨＲ（Personal Health Record）の利活用
• ⽣まれてから学校、職場等⽣涯にわたる個人の健康データを予防・健康づくり等に活用できる仕組みを構築。
• 安全・安心な民間PHRサービスの利活用の促進に向けて、民間PHR事業者として遵守すべき情報の管理・利

活用に係る要件を「基本的指針」として令和３年４月に策定（経産・厚労・総務の３省庁）。
• 民間利活用作業班報告書等を基に検討を行い、更なるPHRサービスの発展に向けて、より高いサービス水準

を目指すガイドライン策定等への必要な支援を行う。
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予防・健康づくりに関する大規模実証事業の実施

実証事業の
枠組みを検討 実証の実施（実施～評価まで） 結果を踏まえ、保険者等による

予防健康事業等への活用

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度～2025年度

●歯周病予防に関する実証事業
●AI・ICT等を活用した介護予防ツール等の効果・普及実証事業
●健康増進施設における標準的な運動プログラム検証のための実
証事業
●女性特有の健康課題に関するスクリーニング及び介入方法検証
のための実証事業
●食行動の変容に向けた尿検査及び食環境整備に係る実証事業
●健康にやさしいまちづくりのための環境整備に係る実証事業

（●：厚⽣労働省、○：経済産業省）

●特定健診・保健指導の効果的な実施方法に係る実証事業
●がん検診のアクセシビリティ向上策等の実証事業
●重症化予防プログラムの効果検証事業
○認知症予防プログラムの効果検証事業
○認知症共⽣社会に向けた製品・サービスの効果検証事業
○複数コラボヘルスを連携させた健康経営の効果検証事業
○メンタルヘルスプロモーションの効果検証事業

● 実証事業の内容

● 全体スケジュール

統計的な正確性を確
保するため、実証事業
の検討段階から、統計
学等の有識者に参加
を求め、分析の精度
等を担保

【参考】経済財政運営と改革の基本方針（骨太）2019～抜粋～
③疾病・介護の予防（ⅲ）エビデンスに基づく政策の促進
上記（ⅰ）や（ⅱ）の改革を進めるため、エビデンスに基づく評価を取組に反映していくことが重要である。こ

のため、データ等を活用した予防・健康づくりの健康増進効果等を確認するため、エビデンスを確認・蓄積するた
めの実証事業を行う。

実証事業の進捗等を管理（プラットフォーム事業）

成長戦略実行計画では、2020年度から実証を開始し、その結果を踏まえて2025年度までに保険者等による予防健康事業等に
活用することとされていることを踏まえ、以下のスケジュールで事業を実施する。

保険者等に対して適切な予防健康事業の実施を促進するため、予防・健康づくりの健康増進効果等の
エビデンスを確認・蓄積するための実証事業を行う。
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ヘルスケアベンチャー・医療系ベンチャー支援について
• 政府は、新産業創出に向けてヘルスケアベンチャー・医療系ベンチャーに対する相談支援を実施。図の通り、厚

⽣労働省（MEDISO）及び経済産業省（InnoHub）で分担しながら支援（MEDISO相談件数は633件、うち法規
制相談は333件（約3年）、 InnoHubサポーター団体等マッチング件数は120件（約１年半）※いずれも2021年3月末）。

• MEDISOとInnoHubの委託先が4月から同一組織となり、更なる連携強化を図る（例：InnoHubへの相談者
に、InnoHubからプッシュ型でMEDISOのサービスにつなげることが可能に）。

MEDISO及びInnoHubの役割イメージ図• MEDISO（厚生労働省）

• InnoHub（経済産業省）

連携
強化
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アジア健康構想

• 健康、医療あるいは介護に関係する我が国の民間事業者の海外進出を支援することで、我が国の先進的な技術やノ
ウハウに基づくすぐれたサービスを提供するとともに、成長力豊かなアジア諸国の健康、医療関連の需要を取り込む
ことで、我が国の経済成長にもつなげていこうとするもの。

• 協力覚書を各国毎に作成し、事業ベースで更なる協力を進める環境を整備する。

１ 医療・介護

２ ヘルスケア
サービス

（予防・健康維持 等）

３ 健康な生活を支えるサービス

検査、診断、治療

運動指導
健康診断
健康指導

医薬品自立支援リハビリ

住宅・オフィス

理想的な健康長寿社会における製品・サービスの需給量とそれを可能にする人材、基盤

※ヘルスケアサービス：日本国内では主に保険外として提供される予防・健康維持等に関連するサービス
※富士山の面積は、理想的な健康長寿社会が実現したときの１から３のサービスの需給量を表す

製品・サービス

ＩＣＴ

・保険制度に関わるシステム
・医療・介護の提供に関わるシステム
・医療・介護データの扱いに関するルール

医薬品・医療機器の
開発、製造、安全規制等

産業基盤

社会基盤

人材

医師

街づくり
（都市・地域計画等）

モビリティ

安全基準

環境基準

建築基準労働基準

健康な食事

教育

廃棄物処理

感染性廃棄物等

介護士

保健師

医療機器

安全・衛生に関する人材

・・・

・・・

物流

２℃

８℃
保冷輸送

滅菌

管理栄養士

看護師

衛生設備

 アジアにおける健康長寿社会の実現と持続可能な成長を目指す、「健康・医療戦略」の重要な柱の一つ
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「アジア医薬品・医療機器規制調和グランドデザイン」実行戦略 概要
~ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）推進の観点から～

臨床開発体制の充実
アジア域内で臨床試験実施拠点のネットワークを構築し、医薬品・医
療機器開発の迅速かつ低コストな実施へとつなげる。
研究拠点のソフト面・ハード面での基盤整備
研究拠点の臨床研究推進部門の構築（ARO機能）

〇 「アジア医薬品・医療機器規制調和グランドデザイン」（令和元年６月健康・医療戦略推進本部決定）の具体化に向けた実行戦略を整理。
〇 医薬品等へのアクセスの向上は、国連の持続可能な開発目標（SDGs）のターゲットの一つ。
アジア諸国での臨床開発体制の充実・規制調和の推進を通じて、アジアにおける医薬品等へのアクセスを向上と最新医療の提供による保健
サービスの質を向上を実現。UHC達成への貢献を目指す。

① がん領域
 高齢化が進むアジア諸国での増加が想定
 産業界のニーズ、過去の国際共同医師主導治験の実績
 モデルケースとして、他の疾患領域への拡大に期待

 医師、リサーチナース、臨床研究コーディネーターらへの教育研修
（日本における教育プログラム、手順書を英訳し活用）

 研究拠点病院に必要な検査・診断体制等の整備、ISO取得支援
 現地の政府・病院と調整を行う人材（リエゾン）の確保
 国内拠点とアジア各国の拠点病院を結ぶネットワークの構築

② 感染症領域

 アジアにおいて依然として高い疾患負荷
 結核・マラリアなど日本では患者数が少なく臨床試験が困難

 治験・臨床研究実施施設の選定、現地協⼒事務所の設置
 医薬品・医療機器の提供のためのWHO事前認証などの取得支援
 不顕性感染の患者を対象とした疫学調査（コホート研究）の検討
 正確な現地ニーズ把握、現地との調整を行う人材（リエゾン）の確保
 日本国内に事業推進の産官学プラットフォームを構築

規制調和の推進

新型コロナ感染症COVID-19のアウトブレイクを受けて・・・
●新興感染症に対する医薬品等の開発環境の整備が急務
●緊急時も機能するアジア諸国との協働体制をあらかじめ確立
●今般の経験、対応の検証を踏まえてさらに見直しが必要

アジア域内で国際的に調和した規制の構築により、垣根のない
マーケットを整備。優れた製品がアジア諸国に受け入れられ、迅速
な患者への提供を目指す。
 PMDA国際部門の強化・再編（R2年4月～）
・アジア各国の専任の担当者を配置

 PMDAアジア医薬品・医療機器トレーニングセンターを拡充
・アジア各国の規制担当者の能⼒向上を図るとともに、日本の規制への
理解と信頼感を醸成。PMDAの審査結果の参照など、規制当局間の
「リライアンス」の考え方をアジア域内での推進。

「グランドデザイン」に掲げられた施策をさらに加速して推進
（令和2年度予算措置済み）

政府全体の体制
関係省庁が一体となった活動を推進し、省庁横断的な調整・体
制整備と産学官の共同が必要。

実務・産業横断的に対応できる団体を取り込んで対応を進める。
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 アフリカは豊富な天然資源と急増する人口を背景に高い経済成長を遂げ、潜在的市場として注目と期待を集めているが、下記の課題が存在。

 ヘルスケア分野における産業育成においても必要となる、基礎的なインフラが未整備。
 公衆衛生等における基礎的な知識を向上させ、j実態を担保し、それらを進めることで社会環境の改善を図る必要。
 未だ感染症や栄養不良といった早急に対応すべき課題も存在。

 日本は、ＴＩＣＡＤＶIＩにおいて、アジア健康構想の理念・経験を踏まえて策定された「アフリカ健康構想」に基づき、官民が一体となった取組を加
速することを宣言。

留
意
点

アフリカ健康構想

• アフリカ特有の課題を踏まえ、公的セクターによる支援と自律的な民間の産業活動との好循環を形成することで、当
該国のヘルスケアの充実と民間企業活動の活性化を車の両輪とした経済成長を実現（アフリカへの投資の促進）。

• なお、民間事業を成立させるため、意欲あるＮGＯと連携して取り組むことも期待。

 「アジア健康構想」とともに、「健康・医療戦略」の重要な柱の一つ

アフリカにおける富士山型のヘルスケアの全体像イメージ

医療・介護

ヘルスケアサービス
（予防・健康増進 等）

健康な生活を支えるサービス

B. 製品・サービス C. 基盤

社会基盤

Ａ. 人材

国内の高度医療

効率的な医療

健診と予防・健康サービス 健康な食事・栄養等

上水サービス／トイレ

医療関係者

医療機器・システムの開発、製造、運用

医薬品等の開発、製造、安全規制、物流

感染症対策

健康に関する保険制度

安全基準（環境、労働、建築等）

健康な食事・栄養等に関する教育

健康を支える農業、食材加工、流通基盤

栄養士 等

安全、環境・衛生に関する専門家 等

ヘルスケア産業基盤

医師
メディカル
エンジニア

コミュニティ
ヘルスワーカー

・・・
管理栄養士

看護師

安全・衛生に関する人材

・・・
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○ レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）や介護保険総合データベース（介護ＤＢ）等の保健医療分野の
公的データベースを連結・解析する基盤の構築に向けて、法的・技術的論点を整理するため、平成30年度に「医療・介護
データ等の解析基盤に関する有識者会議」で検討。

○ 連結のニーズが高く、悉皆的な匿名データベースとして共通性があるＮＤＢと介護ＤＢの連結解析について、令和元年
健康保険法等改正において関係法律を改正して規定を整備した（令和２年10月施行予定）。

＜連結解析に関する新たな規定内容＞

・データの収集・利用目的に関する法の規定の整備

・第三者提供の枠組みの制度化（利用の公益性の確保、個別審査や成果の公表、目的外利用の禁止、不適切事案への対応等）

・利用者支援等の実施体制、利用ニーズの多様化に対応した費用負担の根拠規定の整備、匿名での連結解析の確保 等

医療・介護データ等の連結解析について

特定健診
約2.9億件

（Ｈ20.4～）

研究者保険者行政

NDB

医療レセ
約193億件
（Ｈ21.4～）

要介護認定
約6千万件
（Ｈ21.4～）

介護総合ＤＢ

介護レセ
約10.9億件
（Ｈ24.4～）

解析等のサービスを提供

<分析の例>
・ 地域の医療・介護提供体制の客観的評価に関する分析
・ 医療費・介護費の両面の評価に関する分析
・ 医療・介護サービスの効果に関する分析

＜医療・介護データの連結解析基盤のイメージ＞

・地域包括ケアシステムの構築や効果的・効率的な
医療介護提供体制の整備

・医療・介護サービスの質の向上

幅広い主体による公益目的での分析

企業

＜主体の例＞

匿名化されたデータを連結

10



３．NDB収載／提供情報の拡大

他の公的データベースとの連結により期待される効果

 終末期医療の実態と死因、災害時医療の治療実態
と死因 等

 脳梗塞にて急性期病院で入院治療を受けた要介護者の
入院前後におけるADLと医療・介護サービスの利用状況 等

地域ごとの疾病リスクの実態調査およびポピュ
レーションアプローチの有効性評価

都道府県内 地域別の医療提供体制の客観的評価と
医療費に関する分析

 大腿骨頸部骨折にて手術加療した患者の退院時ADLの状況
 多発外傷にて特定集中治療室で加療した後の
リハビリ実施状況 等

居住地から病院までの距離が急性期疾患の
アウトカムに与える影響 等

研究者 民間企業自治体

ＮＤＢ

介護ＤＢ

DPC

収載情報の拡充により期待される効果

小慢

死亡票

がん登録

＋居住地情報

＋所得階層情報 所得階層と医療サービス提供の関係 等

 乳がんの各ステージ分類毎による治療実態と予後 等

〔 連結が可能なDB 〕※DPCDBは令和４年４月以降

〔 連結することにより効果が期待できるDB等 〕

難病

等

医療レセプトデータ：約193億件(H21.4～)
特定健診データ：約2.９億件(H20.4～)

 指定難病、小児慢性特定疾病等の治療実態と予後 等

○ NDB（レセプト情報・特定健診等情報データベース）や介護DB（介護保険総合データベース）等の保健医療分野における公
的データベースについては、令和元年の健康保険法等改正により、民間事業者等への第三者提供や他のデータベースとの連携解
析を制度化。令和２年１０月から施行。

○ 今後、NDBについては、行政、研究者、民間事業者によるデータ利活用をより推進し、データの価値を国民に広く還元できるよう、
データベースの整備を進める。具体的には、指定難病・小児慢性特定疾病データベースをはじめとする保健医療分野の他の公的
データベースとの連結解析基盤を構築するほか、国民⽣活に関するデータとの連結解析についても、法的・技術的観点から検討を
進める。

（現状）

全国厚⽣労働関係部局長会議資料
(令和３年1月) 一部改
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保健医療分野の主なデータベース等の状況

保健医療分野においては、近年、それぞれの趣旨・目的に即してデータベース等が順次整備されている。
主なデータベース等の状況は下表のとおり。

2019/9/24 第3回医療等情報の連結推進に向けた被保険
者番号活用の仕組みに関する検討会資料を一部改変

区分
国が保有するデータベース 民間DB 国の統計調査

顕名データベース 匿名データベース 顕名DB 調査票情報

データ
ベース等
の名称

全国がん
登録ＤＢ
（平成28年～）

難病ＤＢ
（平成29年～）

小慢ＤＢ
（平成29年度～）

ＮＤＢ
（レセプト情報・
特定健診等情報
データベース）
（平成21年度～）

介護ＤＢ
（平成25年～）

ＤＰＣＤＢ
（平成29年度～）

MID-NET
（平成23年～）

次世代医療基盤
法の認定事業者

（平成30年施行）

人口動態
調査

（死亡票）

元データ 届出対象情報、
死亡者情報票

臨床調査個人
票 医療意見書 レセプト、

特定健診
介護レセプト、
要介護認定情
報

DPCデータ
電子カルテ、
レセプト
等

医療機関の診療
情報 等

死亡診断書、
死亡届

主な
情報項目

がんの罹患、
診療、転帰
等

告示病名、生
活状況、診断
基準 等

疾患名、発症
年齢、各種検
査値 等

傷病名（レセ
プト病名）、
投薬、健診結
果 等

介護サービス
の種類、要介
護認定区分
等

傷病名・病態
等、施設情報
等

処方・注射情
報、検査情報
等

カルテやレセプ
ト等に記載の医
療機関が保有す
る医療情報

死亡者の出生年
月日、住所地、
死亡年月日、原
死因 等

保有主体 国
（厚労大臣）

国
（厚労大臣）

国
（厚労大臣）

国
（厚労大臣）

国
（厚労大臣）

国
（厚労大臣）

PMDA・
協力医療機関

認定事業者
（主務大臣認定）

国
（厚労大臣）

匿名性 顕名
顕名

（取得時に
本人同意）

顕名
（取得時に
本人同意）

匿名 匿名 匿名 匿名

顕名
（オプトアウト

方式）
※認定事業者以外への
提供時は匿名化

匿名

第三者提供
の有無

有
（平成30年度～）

有
(令和元年度～)

有
(令和元年度～)

有
（平成25年度～）

有
（平成30年度～）

有
（平成29年度～）

有
（平成30年度～）

有
※認定事業者以外への
提供時は匿名化

有
※統計法に基づく

根拠法

がん登録推
進法第5、６、
８、11条

－ －

高確法16条
※令和２年10
月より、高確
法第16条～第
17条の２

介護保険法
118条の２
※令和２年10
月より、介護
保険法第118
条の２～第
118条の11

厚労大臣告示
93号５項３号
※令和２年10
月より、健保
法第150条の
２～第150条
の10

PMDA法
第15条

次世代医療基盤
法

統計法
人口動態調査令

※NDB・介護DBの連結解析は
2020年（令和２年）10月施行

※NDB・介護DB・DPCDBの連結解析は、
2022年（令和４年）４月施行 12



医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み（ACTION１）

・かかりつけの医療機関が被災しても、別の医療機関が
患者の情報を確認することで、必要な治療継続が容易に

・救急搬送された意識障害の患者等について、薬剤情報等
を確認することで、より適切で迅速な検査、診断、治療
等を実施

・複数医療機関にまたがる患者の情報を集約して把握する
ことにより、患者の総合的な把握が求められるかかり
つけ医の診療にも資する

・医療従事者による問診・確認の負担軽減
・感染症拡大期等対面診療が難しい場合にも、患者の
情報を補完

・重複投薬等の削減 等

改革後
〇災害や感染症拡大期等には、患者の医療情報の入手が
難しく、重症化リスクや継続が必要な治療の把握が
困難

〇高齢者や意識障害の救急患者等の抗血栓薬等の薬剤
情報や過去の手術・移植歴、透析等の確認が困難

○複数医療機関を受診する患者において、重複や併用
禁忌の薬剤情報等の確認が困難

現状

保険者

個人単位被保番

オンライン資格確認等システム

特定健診情報

特定健診情報

医療費・薬剤情報
マイナポータル
！

PHRｻｰﾋﾞｽ

医療機関
本人

特定健診情報
薬剤情報

個人単位被保番と特定健診データ、
薬剤情報等を１対１で管理

本人同意

個人単位被保番 資格情報 特定健診情報医療費・薬剤情報

マイナンバーカード

※1 マイナンバーカードにより本人確認と本人から同意を取得した上で、医療機関・薬

局が運営主体に薬剤情報等を照会する。運営主体はオンラインで薬剤情報等を回

答する。

※２ 電子カルテの情報については、相互運用性の標準規格の開発等を行い、医療情

報化支援基金の活用等により、技術動向を踏まえた医療情報システムの標準化を

進める。

薬局
薬剤情報

手術・移植、透析、医療機関名等

手術・移植、透析、
医療機関名等

手術・移植、透析、
医療機関名等

手術・移植、透析、
医療機関名等

◆改革のイメージ◆

第７回データヘルス改革推進本部資
料（令和２年７月30日）
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次世代医療基盤法の全体像

●カルテ（診療録）等の医療情報について、医療分野の研究開発に幅広く利活用するためには、「集めて」「つなぐ」仕組み
を整備することが必要。しかしながら、個人情報保護法では、病歴等の要配慮個人情報を第三者に提供するためには、
学術研究等を除き、オプトイン（あらかじめ本人が同意すること）によることが必要。
●このため、個人情報保護法の特則となる次世代医療基盤法は、一定の要件を満たすオプトアウト
（あらかじめ通知を受けた本人又はその遺族が停止を求めないこと）により、
① 医療機関等から認定事業者への医療情報の提供
② 認定事業者から利活用者への匿名加工医療情報の提供
を可能とするもの。

【イメージ図】 ①適切な匿名加工の能力や⾼い
情報セキュリティ基準等を有する
事業者を国が認定

②認定事業者が
医療情報を収集
(電子カルテ等)

本人は提供
拒否可能

認定

認定受託事業者認定事業者

連結・匿名加工

認定事業者等
病院

介護事業所
地方公共団体

診療所

医療情報取扱事業者

通知

患者・国民

利活用者（例）

研究機関（大学等）

製薬会社

行政
（地方公共団体等）

利活用成果（例）
質や費用対効果の分析

未知の副作用の発見
新薬の開発

価値のフィードバック

受診等

氏名 山田太郎
住所 東京都

：

氏名 _ _ _ _
住所 _ _ _

：

③認定事業者が匿名加工

④匿名加工医療情報の提供

医療保険者
学校設置者

：
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【静岡県】

■地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こども病院 病床数：279

■独立行政法人 国立病院機構 天竜病院 病床数：328
■独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター 病床数：450

■地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 病床数：712

【東京都】
■独立行政法人 国立病院機構 東京病院 病床数：522

■独立行政法人 国立病院機構 村山医療センター 病床数：303

■独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 病床数：740

■独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 病床数：455

【北海道】

■独立行政法人 国立病院機構 帯広病院 病床数：334
■日本赤十字社 北見赤十字病院 病床数：532

■独立行政法人 国立病院機構 函館病院 病床数：305

【青森県】
■独立行政法人 国立病院機構 弘前病院 病床数：342

【茨城県】

■独立行政法人 国立病院機構 水戸医療センター 病床数：500

【愛媛県】
■独立行政法人 国立病院機構 四国がんセンター 病床数：368

【長野県】

■独立行政法人 国立病院機構 信州上田医療センター 病床数：420

■独立行政法人 国立病院機構 まつもと医療センター 病床数：458

【福岡県】

■独立行政法人 国立病院機構
福岡東医療センター 病床数：549

■公立八女総合病院企業団
公立八女総合病院 病床数：300

■公立八女総合病院企業団
みどりの杜病院 病床数：30

■独立行政法人 国立病院機構
小倉医療センター 病床数：400

■独立行政法人 国立病院機構
九州医療センター 病床数：702

■独立行政法人 国立病院機構
九州がんセンター 病床数：411

■一般財団法人 平成紫川会
小倉記念病院 病床数：656

■社会医療法人 雪の聖母会
聖マリアヘルスケアセンター 病床数：198

■社会医療法人 雪の聖母会
聖マリア病院 病床数：1097

【福井県】

■独立行政法人 国立病院機構 敦賀医療センター 病床数：223
■国立大学法人 福井大学医学部附属病院 病床数：600

【長崎県】

■独立行政法人 国立病院機構
長崎医療センター 病床数：643

■地方独立行政法人
佐世保市総合医療センター 病床数：594

【三重県】
■独立行政法人 国立病院機構 三重中央医療センター 病床数：486
■独立行政法人 国立病院機構 三重病院 病床数：260

【佐賀県】

■独立行政法人 国立病院機構
肥前精神医療センター 病床数：564

■地方独立行政法人
佐賀県医療センター好⽣館 病床数：450

【熊本県】
■独立行政法人 労働者健康安全機構
熊本労災病院 病床数：410

【宮崎県】
■国立大学法人 宮崎大学医学部附属病院 病床数：632
■社会医療法人 泉和会 千代田病院 床数：196
■宮崎県立 宮崎病院 病床数：535
■宮崎県立 延岡病院 病床数：410
■宮崎県立 日南病院 病床数：281
■独立行政法人 国立病院機構 都城医療センター 病床数：307

【山口県】

■独立行政法人 国立病院機構
山口宇部医療センター 病床数：365

【鹿児島県】
■独立行政法人 国立病院機構
鹿児島医療センター 病床数：410

■独立行政法人 国立病院機構
指宿医療センター 病床数：158

【宮城県】
■独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 病床数：660
■独立行政法人 国立病院機構 宮城病院 病床数：344

【岐阜県】

■独立行政法人 国立病院機構 長良医療センター 病床数：440
■地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院 病床数：570

【広島県】
■独立行政法人 国立病院機構
呉医療センター 病床数：700

■独立行政法人 国立病院機構
広島西医療センター 病床数：440

【埼玉県】
■独立行政法人 国立病院機構 東埼玉病院 病床数：532
■独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 病床数：550

【群馬県】
■独立行政法人 国立病院機構 渋川医療センター 病床数：450
■独立行政法人 国立病院機構 高崎総合医療センター 病床数：485

【神奈川県】

■独立行政法人 国立病院機構 箱根病院 病床数：199

■独立行政法人 国立病院機構 相模原病院 病床数：458
■独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター 病床数：510

■医療法人 鉄蕉会 亀田森の里病院 病床数：62

【千葉県】
■独立行政法人 国立病院機構 下志津病院 病床数：440

【新潟県】

■独立行政法人 国立病院機構 西新潟中央病院 病床数：400

■地方独立行政法人 神戸市民病院機構
神戸市立医療センター中央市民病院 病床数：768

【兵庫県】

■独立行政法人 国立病院機構
姫路医療センター 病床数：411

■地方独立行政法人 神戸市民病院機構
神戸市立医療センター西市民病院 病床数：358

■地方独立行政法人 神戸市民病院機構
神戸市立西神戸医療センター 病床数：475

【石川県】

■独立行政法人 国立病院機構 医王病院 病床数：310
■社会医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院 病床数：426

■独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター 病床数：554

【島根県】
■独立行政法人 国立病院機構
松江医療センター 病床数：334

【愛知県】

■日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院 病床数：852
■日本赤十字社 名古屋第二赤十字病院 病床数：812
■独立行政法人 国立病院機構 名古屋医療センター 病床数：726

【京都府】
■国立大学法人
京都大学医学部附属病院
病床数：1141

【滋賀県】
■日本赤十字社 長浜赤十字病院 病床数：492【大阪府】

■独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター 病床数：686

■社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済⽣会野江病院 病床数：400

【和歌山県】
■独立行政法人 国立病院機構
南和歌山医療センター 病床数：316

■・・・J-MIMO/48■・・・LDI/28

合計箇所数/76協力医療機関等
（2021年5月26日現在）

合計病床数/35596
■・・・J-MIMO/21328■・・・LDI/14268

■独立行政法人 国立病院機構 宇都宮病院 病床数：380
【栃木県】
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Society5.0に対応した⾼度技術人材育成事業

背景

課題

◆第４次産業革命の進展による産業構造の変化に伴い、付加価値を⽣み出す競争⼒の源泉が、「モノ」や「カネ」から、 「ヒト(人材)」・「データ」である
経済システムに移行。

◆あらゆる産業でＩＴとの組み合わせが進行する中で我が国の国際競争⼒を強化し、持続的な経済成長を実現させるには、ＩＴを駆使しながら
創造性や付加価値を発揮し、日本が持つ強みを更に伸ばす人材の育成が急務。

背景・課題

取組① 成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成
(enPiT-Pro)

取組② 超スマート社会の実現に向けたデータサイエンティスト
育成事業

○産官学連携により、文系理系を問わず様々な分野におけるデータサイエンスの
応用展開を図り、それぞれの分野でデータから価値を創出し、ビジネス課題や
社会課題に答えを出す人材(データサイエンティスト)を育成。

産学連携による実践的な教育ネットワークを形成し、Society 5.0の実現に向けて人材不足が深刻化している情報技術人材やデータサイエンティストといった、大学等におけ
る産業界のニーズに応じた人材を育成する取組を支援し、各大学等が自ら事業を取り組んでいけるよう促進。

事業目的

・産業界や地方公共団体と強⼒な連
携体制を構築し、必要となるビッグ
データの提供、実課題によるPBL
（共同研究）やインターンシップ等か
らなる教育プログラムを開発・実践

・データサイエンスを学ぶ必要に駆られ
た社会人の学び直しの場を提供し、
産官ともに人材不足の中で、Off-JT
の産官共同実施の機会やコミュニティ
形成を醸成

・大学が有する最新の研究の知見に基づき、情
報科学分野を中心とする高度な教育(演習・
理論等)を提供

・拠点大学を中心とした産学教育ネットワークを
構築し、短期の実践的な学び直しプログラムを
開発・実践

・夜間土日開講やe-learningも組み合せた社
会人の学びやすい教育を提供

― 事業期間：５年間 財政支援（平成29（2017）年度～令和3（2021）年度） ― 事業期間：５年間 財政支援（平成30（2018）年度～令和4（2022）年度）

ベンダー企業

大学

ユーザー企業

学術機関

拠点大学

＜データサイエンティストの育成＞＜情報技術人材（※）の育成＞

○産学連携による課題解決型学習(ＰＢＬ)等の実践的な教育の推進により、情報
技術を高度に活用して、社会の具体的な課題を解決することのできる人材（情報
技術人材）を育成。

110百万円 175百万円

※enPiT（エンピット）：Education Network for Practical Information Technologiesの略

データサイエンティスト育成のための実践的教育の推進IT技術者の学び直しの推進

※サイバーセキュリティ人材やＡＩなど
新たなアプリケーションを開発できる人材等

（５拠点×22,008千円） （５拠点×35,055千円）
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AI研究開発を進めるべき重点領域

＜診断／治療＞

【取組イメージ】

経済財政運営と改革の基本方針2020（令和２年７月閣議決定）抜粋
医工連携をはじめとする分野融合人材の育成をはじめとする高度人材教育の構築等を推進する。
「統合イノベーション戦略2020」 (令和２年７月閣議決定）抜粋
ＡＩ技術については、世界最先端の研究開発の推進や人材育成を推進する。

※厚⽣労働省「保健医療分野
AI開発加速コンソーシアム」より

・独自のAI技術
開発や製品化
に向けた実績
・医療介護現場
の知見の蓄積

【民間企業・研究機関】【医療系大学・大学病院】

・医療資格者や工学系
人材等様々な人材養成
の実績
・医療現場のデータの蓄積
・工学系技術研究の実績

共同で保健医療
分野のAI技術
推進を担う人材
養成拠点を確立

先進的医療イノベーション人材養成事業

保健医療分野におけるAI研究開発加速に向けた人材養成産学協働プロジェクト
背景・課題

事業概要

・ 国民に対するより質の高い、安全・安心な保健医療サービスの提供に向けた体制の構築 ・ AIの活用による新たな診断方法・治療方法の創出
・ 大学と医療・介護現場、民間企業等の連携による新時代に向けた新たな教育拠点の確立 ・ 医療・介護従事者の負担軽減

【期待される成果】

○ AI教育の抜本的な充実が求められている中、保健医療分野においては患者等
に関する多様な医療データを活用したAI技術の社会実装の実現性が高いものが
多くあり、新たなAI技術開発と利活用が期待できる分野として、今後、人材養成
を含めた取組を強化することが期待されている。

○ 将来にわたって、個々の患者に対して最適な医療や安全な医療を提供していく
ためには、人工知能（AI）を含めた科学技術を保健医療分野において開発
・推進できる人材を養成することが必要不可欠である。

○ 我が国における医療技術の強みの発揮と保健医療分野の課題の解決の両面
からAI研究開発を進めるべき領域を中心とした保健医療分野におけるAI研究
開発を加速するための支援と対策が必要とされている。

○ 医療系学部を有する大学を中心に、保健医療分野における
重点６領域について、民間企業・研究機関・工学系大学等と
連携してAI技術の開発・導入を推進する医療人材を養成。

○ 医療・介護現場における各種データを活用した機械学習や企
業等におけるAI技術の課題解決への応用を学ぶ等、保健医療
分野でのAI実装に向けた新たな教育拠点を構築。

◇事業期間：最大５年間財政支援（令和２年度～６年度）
◇選定件数・単価：２拠点×１億円
◇選定大学：東北大学、名古屋大学

大学・医療現場等

【工学系大学】 【介護・福祉施設】【市中病院】

画像診断支援 診断・治療支援 手術支援

＜ケア＞

介護・認知症

医薬品開発

ゲノム医療

【
医
療
技
術

支
援
技
術
】
【
基
盤
】

民間企業・医療介護現場等

・医療・教育現場の知見
の提供
・AI技術実装の協⼒

・ＡＩ技術開発の知見
や介護実践の場の提供
・教育プログラムへの参画

17



大学院
（座学） 東京大学大学院 京都大学大学院

連携病院
（実地研修）

東京大学医学部附属病院
国立がん研究センター

京都大学医学部附属病院
国立循環器病研究センター

インターンシップ
機関

東京大学病院、国立がん研究センター、北海道大学、
新潟大学、東邦大学、順天堂大学、岡山大学、聖路
加国際大学、国立国際医療研究センター、九州大学

京都大学病院、国立循環器病研究センター、北海道大学、
神戸大学

学位の種類・分野 修士（学際情報学） 社会健康医学修士（専門職）

第Ⅰ期生の
修了人数 １０人 １０人

第Ⅰ期生の
アカデミア就職人数 ８人 ７人

• 製薬企業からの寄附金と国の研究資金を基とし、産学官が一体と
なった環境整備事業

• 生物統計に係る修士号を付与できる大学院から、東京大学と京都
大学を育成拠点として選定

• 座学に加えて病院のOJTカリキュラムの追加を必須とし、また就
職先候補も兼ねインターンシップ機関とも連携

• R3年度以降（第Ⅱ期）から取り組む課題
①卒後教育体制の強化
②社会人入試（Uターン人材の確保）

育成拠点

連携病院 インターンシップ先

OJT研修 インターンシップ

就職先
（アカデミア）

バックアップ
卒後教育（資金配分）

第Ⅰ期

第Ⅱ期(卒後教育体制の強化)

人材育成 ～生物統計家の育成～

生物統計家育成支援（臨床研究・治験推進研究事業）

第1回協議会におけるご指摘
⽣物統計家は種々の取組にもかかわらず依然として不足

第２回医薬品開発協議
会 資料2-3

抜粋
令和２年12月23日
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令和2年度 老人保健健康増進等事業
認知症予防に資する効果的な取組事業に関する調査研究事業
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１．新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
① 特定の地域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するため、「まん延防止等重点措置」を創設し、

営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料（20万円以下）を規定する。

② 緊急事態宣言中に開設できることとされている「臨時の医療施設」について、政府対策本部が設置された段階から開設できることとする。

③ 緊急事態宣言中の施設の使用制限等の要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合（30万円以下）の過料を規定する。

④ 事業者及び地方公共団体に対する支援

○ 国及び地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、医療機関及び医療関係者に対する支援等を講ずるものとする。

○ 国は、地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。

⑤ 差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務規定を設ける。

⑥ 新型インフルエンザ等対策推進会議を内閣に置くこととする。

２．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一改正
① 新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」として位置付け、同感染症に係る措置を講ずることができることとする。

② 国や地方自治体間の情報連携

○ 保健所設置市・区から都道府県知事への発生届の報告・積極的疫学調査結果の関係自治体への通報を義務化し、電磁的方法の活用を規定する。

③ 宿泊療養・自宅療養の法的位置付け

○ 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、宿泊療養・自宅療養の協力要請規定を新設する。また、検

疫法上も、宿泊療養・自宅待機その他の感染防止に必要な協力要請を規定することとする。

④ 入院勧告・措置の見直し

○ 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、入院勧告・措置の対象を限定することを明示する。

○ 正当な理由がなく入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合の過料（50万円以下）を規定する。

⑤ 積極的疫学調査の実効性確保のため、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合、応

ずべきことを命令できることとし、命令を受けた者が質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく調

査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合の過料（30万円以下）を規定する。

⑥ 緊急時、医療関係者（医療機関を含む。）・検査機関に協力を求められ、正当な理由なく応じなかったときは勧告、公表できることを規定する。

公布の日（令和３年２月３日）から起算して10日を経過した日（同月13日）（ただし、１⑥は同年４月１日）

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の概要
改正の趣旨

施行期日

改正の概要

○ 現下の新型コロナウイルス感染症に係る対策の推進を図るため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更の要請、要請に応じない場合の命
令等を規定し、併せて事業者及び地方公共団体等に対する支援を規定するとともに、新型コロナウイルス感染症を感染症法において新型インフルエンザ等
感染症と位置付け、所要の措置を講ずることができることとし、併せて宿泊療養及び自宅療養の要請について法律上の根拠を設ける等の措置を講ずる。

等

（令和３年法律第5号）
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（概要）
（令和２年３月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）

【位置付け】

〇 国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を的確に把握し、国や地方公共団体、医療関係
者、事業者、そして国民の皆様が一丸となって、対策を更に進めていくため、準拠すべき統一的な指針（令和２年３
月28日新型コロナウイルス感染症対策本部（※）（以下「政府対策本部」）総理発言から抜粋）。
（※）本 部 長：内閣総理大臣

副本部長：内閣官房長官、厚生労働大臣、新型インフルエンザ等対策特別措置法に関する事務を担当する国務大臣

〇 基本的対処方針は、政府対策本部が、新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会(会長：尾身
茂 独立行政法人地域医療機能推進機構理事長）の意見を聴いた上で、決定。

＜参考＞新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）（抜粋）

（基本的対処方針）
第十八条 政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針（以下「基本的対処方針」という。）を定めるも
のとする。

２ 基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実
二 当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針
三 新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項

３ （略）
４ 政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見
を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

５ 前二項の規定は、基本的対処方針の変更について準用する。
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